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　これまで消防本部としては、地域防災力

の向上に係る取組について重点的に実施し

てきたところですが、平成 25 年 12 月に、

住民の安全の確保に資することを目的とす

る「消防団を中核とした地域防災力の充実

強化に関する法律」が定められ、地域防災

力の充実強化に関し、基本理念並びに国及

び地方公共団体の責務等が明らかにされ、

住民の参加の下に、地域防災力の充実強化

が図られてきたところです。このような動

きを踏まえて、法律が制定されてから約３

年が経過する中で、各消防本部の地域防災

力向上の施策等の底上げを図っていく上で、

改めて各消防本部の地域防災力の向上に係

る取組について調査するとともに課題等を

整理し、消防本部の今後の取組の参考とす

るため実施したものです。

　平成 28 年８月から９月まで

　事業推進委員会（予防委員会・警防防災

委員会）構成消防本部 100 本部

（１）消防団に対する取組　

　消防団協力事業所表示制度に関する取組

が多く、国の制度が活用されています。ま

た、各種訓練及び研修等も活発に実施され

ており、常備消防との連携や他の地域消防

団との相互応援協定に基づく合同訓練等の

連携が図られています。さらに、学生や女性、

公務員等への勧誘活動や処遇改善、機能別

消防団制度や消防団入団促進ＣＭを作成し、

県内民間放送局にて放送するなどの取組も

なされ、消防団員の確保に繋がる取組が行

われている状況です。

（２）児童・生徒・学生を対象とした取組

　幼年・少年消防クラブを中心に、防災パ

トロールや夜回り予防広報、火災予防看板

及び防災マップ等の作成、防災啓発用品の

配布、クラブ員によるマーチング活動を通

じて地域における防火防災思想の普及が図

られています。また、県下交流会等の実施

により、それぞれのクラブ員の防災意識の

高揚及び地域防災の担い手としての育成が
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を取得するなどして各種講習会等の指導に

従事し、さらには、女性消防操法大会への

参加を通じて技術の向上にも努めている状

況です。

（４）事業所に対する取組

　自衛消防隊に対する取組については、訓

練競技会の開催や委託研修・各種訓練の実

施や自衛消防操法大会、自衛消防隊消火競

技大会及び事業所初期消火競技大会を通じ

て火災対応技術の向上が図られています。

また、自衛消防隊連絡協議会を結成し他組

織との相互の融和強調も図られています。

　応急手当普及促進においては、救命率の

向上のため、各ＡＥＤ設置施設認定制度等

による多彩な取組が行われています（ＡＥ

Ｄの貸出し及びＡＥＤパッド助成等）。

（５）団体等（自主防災組織・ＮＰＯ法人等）

に対する取組

　自主防災組織に対する取組については、

自主防災訓練の推進及び指導や自主防災組

図られています。更なる連携による情報交

換や防災意識の高揚を図るため少年消防ク

ラブ交流会（全国大会）へも参加しています。

さらに、応急手当啓発活動として、応急手

当ジュニアインストラクター制度等による

新しい取組も行われており、こどもが指導

者として講習会に参加していて参考となり

ます。

（３）女性を対象とした取組

　女性（婦人）防火クラブに対する取組に

ついては、視察研修会をはじめ各種研修会・

他地区女性防火クラブとの意見交換会・女

性防火大会・救急講習会等を通じて幅広く

家庭等における火災予防の知識の習得が図

られています。また、女性防火クラブ員が

幼稚園等の消防訓練指導及び講演会での防

火講話等を実施することにより、地域全体

の防火意識の高揚が図られています。

　女性消防団員育成の取組については、普

通救命講習の受講や応急手当普及員の資格
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織リーダー研修会等においての防災力向上

が図られています。また、消防団員指導者

による研修及び訓練指導等が実施されると

ともに、女性（婦人）防火クラブや幼年少

年消防クラブとの連携活動も図られていま

す。

　各構成市町及び市担当課との連携や各自

主防災会の連携強化を図るため、自主防災

組織連合会等の結成及び民間企業等との連

携協力事業の展開により相互の融和強調が

図られています。

（６）上記以外の取組（地域防災力の向上を

目的とした消防防災関係機関・団体等が参

加する推進組織づくり等）

　連携協力については、各連絡協議会の開

催及び地域特性に応じた訓練や防災担当者

会議等により連携が図られています。特に、

小学校区単位で具体的な連携が確立されて

いる神戸市の自主防災組織「神戸市防災福

祉コミュニティ」（消防団、自治会、事業所、

婦人会、老人クラブ、民生委員児童委員協

議会、ＰＴＡ、青少年育成協議会、防犯協

会等にて組織）や、総合的な地域防災力の

強化に取り組む新たな体制として全国的に

類を見ない「松山市地域防災協議会」（消防

団、自主防災組織、女性防火クラブ、防火

連絡協議会、松山市にて組織）等の取組に

ついても参考となります。

　また、応急手当普及促進に関する取組に

ついては、ＡＥＤ（公共機関以外設置調査、

屋外設置促進、設置マップ作成及び救命講

習時配布、コンビニ設置等）に関する取組

が行われています。

　その他の取組として防災士の資格取得推
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連絡協議会や他機関との連携が重要です。

（４）事業所については、自衛消防組織力を

生かして地域貢献に繋げていくことや、各

関係機関及び地域住民との連携についても

積極的に図られることが重要です。

（５）団体等については、自主防災組織にお

ける訓練の推進及び指導、応急手当普及の

推進並びに各関係機関との連携強化が重要

です。

（６）上記以外については、消防防災関係機

関や団体等が参加する推進組織づくりの充

実強化などについて取り組んでいくことが

重要です。

（７）地域防災力の向上についての整備及び

対応は、現場の実情とともに各種制度等に

も通じた各消防本部が、それぞれの担い手

による活動の要として、中心的な役割を今

後とも果たす必要があります。

　そのためには、各消防本部の地域防災に

係る体制の強化が重要です。

※本報告書については全国消防長会ホーム

ページに掲載　URL：http://www.fcaj.gr.jp/

進、民生委員同伴で行う防火診断等の対応

や消火ホースキットを市内全避難所に配備

し、取扱訓練を実施する積極的な取組も行

われています。

　地域防災力の向上に対する取組について

は、各消防本部において、地域の特性に応

じた様々な取組が実施されています。また、

各調査区分において他の関係機関との連絡

調整や協議会等の締結が図られ、地域防災

力の向上に努めている状況が確認されまし

た。また、今後の課題については次に記載

のとおりですが、各関係機関及び団体等に

おかれましては本報告書を参考としていた

だき、各々の地域における更なる地域防災

力の向上を図られることが期待されます。

（１）消防団の充実強化については、消防団

員確保は最も重要なことであり、引き続き

取り組んでいただくとともに、各種訓練や

研修の実施による災害対応力等の向上や処

遇改善も重要な課題です。

（２）幼年・少年消防クラブ等については、

防火・防災の将来の担い手としての活躍が

期待されており、今後もさらに育成強化に

努めるとともに、様々な経験を積むため全

国的な交流を図ることも重要です。

（３）女性（婦人）防火クラブ等については、

今後も家庭や地域の防災力向上に大きく貢

献するとともに、女性（婦人）防火クラブ
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